
平 成 ２４ 年 度 入 学 者 連 携 型 選 抜 募 集 要 項
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群馬県多野郡神流町生利１５４９番地の１

電話 ０２７４－５７－３１１９（代表）

１ 出 願 資 格

神流町立中里中学校及び上野村立上野中学校（以下、「連携型中学校」という。）の第３学年に在籍する生徒

に限って、この要項で定める方法により群馬県立万場高等学校に出願することができる。

２ 募 集 人 員

定めない。

３ 志願してほしい生徒像

（１）基本的生活習慣を身に付け、優しい心を持ち、何事に対しても真面目に取り組み、しっかりした学習意欲の

ある生徒。

（２）本校の４つのコースの特色を理解し、明確な目的意識を持ち、入学してから自己の進路希望を実現するため

の努力ができる生徒。

４ 出 願 手 続

（１）志願者は、「入学願書」、「志願理由書」及び「報告書」を在学している中学校等の校長（以下「中学校

長」という。）を経由して、本校校長に提出する。

（２）中学校長は、「入学願書」、「志願理由書」及び「報告書」に「卒業見込証明書」を添えて、本校校長に提

出する。

（３）本校校長は、「入学願書」を受け付けたときに「受検票」を交付する。

５ 志願の取消し

（１）志願の取消しは、次の手続による。なお、手続は、２月１５日（水）午後４時までに行うものとする。

ア 取消しを希望する者は、中学校長を経由して、「志願辞退届」及び交付された「受検票」を、本校校長に

提出する。

イ 本校校長は、「志願辞退届」が提出された場合には、「志願辞退証明書」を交付する。

（２）すでに納付した受検料は還付しない。

（３）この手続により志願を取り消した者が、全日制課程後期選抜、フレックススクール後期選抜又は定時制課程

選抜を志願する場合の受検料は、「志願辞退証明書」をもって、これに代えることができる。ただし、本校と

市立高等学校又は学校組合立高等学校との間にわたる場合を除く。

６ 選 抜 日 程

事 項 期 日 備 考

入学願書等受付 ２月 ８日（水） ２月８日は午前９時から午後４時までとし、

２月 ９日（木） ２月９日は午前９時から正午までとする。

小 論 文 ２月１６日（木） 受 付 午前８時３０分（体育館）

レポート発表・面接 検査開始 午前９時３０分

＊ 受付を８時３０分から始めます。８時３０分までに本

校体育館前に集合してください。

＊ 昼食は各自で用意する。

合 格 者 発 表 ２月２２日（水） 下記８によるものとする。

入学関係書類受理 ３月１５日（木） 午前１１時００分から正午までとする。



７ 選 抜 方 法

本校校長は、小論文・レポート発表・面接の結果及び提出書類等を総合して、本校の教育を受けるに足る能力

・適性等を判定して選抜する。

（１）小論文

ア 時間は６０分とする。

（２）レポート発表

ア レポート発表の内容は、中学校の「総合的な学習の時間」等で学習した内容とする。なお、レポート発表

は、出願時に提出した「報告書」に記載した内容に基づき行うものとする。

イ 発表の時間は１人１０分程度とする。

（３）面 接

ア 面接は個人面接とする。

イ 面接内容は、志願の動機等、本校校長が必要と認める事項とする。

８ 合 格 者 の 発 表

（１）本校校長は、連携型中学校の受検者に対して、中学校長を経由して、２月２２日（水）に「合否通知書」を

交付する。

（２）合格者は、他に出願することはできない。

なお、合格者については、３月１５日（木）午前１１時００分から正午までの間で本校で入学に必要な書類

を渡します。

９ 合格しなかった場合

合格しなかった場合は、本校を除く高等学校の全日制課程後期選抜、フレックススクール後期選抜又は定時制

課程選抜を志願することができる。

１０ そ の 他

（１）当日の携帯品は、受検票、発表資料、鉛筆又はシャ－プペンシル、消しゴム、上履き、昼食とする。

（２）検査会場には時計がないので、必要な場合は腕時計（計算機能等が付いていないもの）を携帯すること。

（３）携帯電話やオーディオプレイヤー等の検査室への持ち込みは許可しない。

（４）この要項で定めるもの以外は、「平成２４年度群馬県公立高等学校入学者選抜実施要項」によるものとする。


